応援します！小野町での暮らし

～笑顔とがんばり！小野町定住・二地域居住推進事業～
　小野町では人口拡大対策のため、永住を目的として町外より転入された方に対し、各種支援事業を行っております。



※Ｕターン者：町民であった者が町外に転出後３年経過後以降に、定住を目的として再度町内に住民登録を行う者
Ｉターン者：町外出身者で、定住を目的として町内に住民登録を行う者


· その他、空き家情報の収集・情報提供、新規就農支援事業なども行っております。お気軽に下記までお問合せください！
【お問合せ先】

· 小野町役場企画課

電　話：０２４７－７２－６９３９

ＦＡＸ：０２４７－７２－３１２１

メール：kikakuka@town.ono.fukushima.jp
【町有林おすそわけ事業】


～町有林（杉）をトラック１台分製材してプレゼントします～


対象者：ＵＩターン者で、次に掲げる要件を全て満たしている方


申請日に町外に居住または転入後１年未満であること


町内に定住する意思があること


町内の業者により新築住宅を取得すること


市町村民税の滞納がないこと


以前に当該事業の認定を受けていないこと


申請書類：定住確約書（様式指定）、工事請負契約書等の写し、住民票の写し、


納税証明書　など





【ようこそ小野町定住祝金交付事業】


～町内商店等で使える商品券（10万円相当）をプレゼントします～


対象者：ＵＩターン者で、次に掲げる要件を全て満たしている方


町内に定住する意思があること


転入時に住宅（新築住宅又は中古住宅）を取得していること


住宅の前所有者が３親等以内の親族ではないこと


単身の転入ではないこと


町内に転入してから３ヶ月未満であること


市町村民税の滞納がないこと


以前に当該事業の認定を受けていないこと


申請書類：定住確約書（様式指定）、住民票の写し、納税証明書、登記簿謄本の写し　など








【ＥＴＣ・らくらく通勤応援事業】


～ＥＴＣ購入・設置費用を１万５千円を限度に助成します～


対象者：ＵＩターン者で、次に掲げる要件を全て満たしている方


町内に定住する意思があること


単身の転入ではないこと


町内に転入してから３ヶ月未満であること


片道３０km以上の遠距離通勤をしていること


以前に当該事業の認定を受けていないこと


申請書類：定住確約書（様式指定）、通勤経路図（様式指定）、住民票の写し、


勤務先を確認できる書類、車検証の写し、領収書　など








【ふれあい農家民宿開設応援事業】


～農家民宿開設費用を５０万円まで補助します～


対象者：農家民宿開設希望者


事業内容：農家民宿の開設にあたり、法規制による必要となる施設改修費の２分の１もしくは５０万円のいずれか低い額を補助する。


申請書類：小野町定住・二地域居住推進事業補助金交付要綱に定める書類、施設の改修に要する経費を明らかにできる書類（実施設計書及び見積書の写し）など








【ふるさと暮らし応援事業】


～ふるさと暮らし支援センターの事業を支援しています～


対象者：民間団体


対象事業：民間団体が行う交流人口・定住人口の拡大を目的とした事業


事業内容：事業実施に要する経費の２分の１もしくは５０万円のいずれか低い額を補助する。 


申請書類：小野町定住・二地域居住推進事業補助金交付要綱に定める書類、団体規約、収支予算書　など











